
【注意】基本サービスのＡにその他加算を追加する場合にはＡの介護職員処遇改善加算

第１段階：生活保護受給者。市町村民税非課税世帯で老齢福祉年金受給の方。

【その他の費用】

地区区分換算額　⑤×10.17

③　夜勤職員配置加算IV（日額） 20 20

¥5,324

　介護保険　自己負担額（２割負担の方） ¥3,875 ¥4,235 ¥4,575

1,912

261⑤介護職員等処遇改善加算Ⅰロ　④×17.6％

¥4,904

　介護保険　自己負担額（１割負担の方） ¥1,938 ¥2,118

¥3,550

　介護保険　自己負担額（３割負担の方） ¥5,812 ¥6,352 ¥6,862 ¥7,356

¥2,288 ¥2,452¥1,775

月額利用料金の目安：対象となる介護度のＡ＋その他加算＋Ｂがご利用料金となります。

              の単位が増加になり自己負担額も増加になります。

要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

④月額単位小計　　①～③の合計×2日で計算 1,620

令和8年6月１日現在

Ａ　介護保険の給付対象となるサービス利用料金 （単位：介護報酬単位）

18 18 18

要介護１

704

1,484

①　併設型ユニット型短期入所生活介護費（日額）

20 20

2,000円+消費税理美容代

【食費・居住費（個室）】

片道184単位/回

Ｂ　介護保険の給付対象外のサービス利用料金

90単位/日 緊急に短期入所を利用した場合。緊急受入日から起算して７日を限度。

▲30単位/日 連続30日を超えて利用する場合は減算されます。長期利用者提供減算

嗜好飲料代 100円/日

８単位/回

送迎加算

療養食加算

緊急短期入所受入加算

¥300

¥880

¥1,180

☆食事居住費の利用者負担限度額については、市町村が発行する「介護保険負担限度額認定証」によって決められます。

限度額認定を受けた方はその限度額とします。（第１～３段階）

第２段階：市町村民税非課税世帯で、年金収入80万円以下の方。

¥2,370

第３段階②：市町村民税非課税世帯で、年金収入120万円超の方。

772 847 918 987

②　サービス提供体制加算Ⅱ（日額） 18 18

第３段階①：市町村民税非課税世帯で、年金収入等80万円超120万円以下の方。

食費（朝食400円、昼食700円、夕食600円）

居住費（2,400円）

介護給付対象外費用　合計

¥600

¥880

¥1,480

第３段階②

¥1,300

¥1,370

¥2,670

第３段階①

¥1,000

¥1,370

第２段階 第１段階

【短期入所生活介護　利用料金表】

利用者の病状に応じ医師の指示に基づく食事提供をした場合。１食単位、１日３回を限度。

【その他の加算】（介護保険給付対象）

¥19,373 ¥21,173

2,082

285

1,745

¥17,746

312 337 361

第２藤島園そよかぜホーム　ショートステイ

⑥介護保険給付対象合計（④＋⑤） 2,249 2,411

¥22,872 ¥24,519

1,905

１泊２日の利用の場合（２日分）で計算をしております

利用者等の希望による病院等への送迎を実施する場合。

1,770 2,050

20


